
直監告示第１３号 

 

令和４年１月１４日付 直監告示第１１号により公表した監査の結果について、地方自治法第１９９条第１４項の規定に

基づき、直方市長から次のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。 

 

 令和４年２月１４日 

                                   直方市監査委員  小 林  康 雄 

                                   直方市監査委員  田 代  文 也 

 

総合政策部 財政課 定期監査指摘事項措置状況報告 

 

 指摘の内容 監査委員意見 講じた措置 完了（予定）時期 

文
書
事
務
に
つ
い
て 

供覧用紙を用いた回覧決

裁において、受領した文書に

受付印が漏れているものが

多数見受けられた。また、調

査依頼の文書において、受領

した時ではなく回答を提出

する際に、文書番号を付番し

決裁を得ているものが見受

けられた。 

直方市文書規程第 11条第 1号に

「文書担当課で仕分けされた文書

を受領したときは、速やかに受付印

を押印し、文書管理システムに所定

の事項を記録し、文書番号を記入す

るものとする。」とあるため、文書

を受領したときは、速やかに受付印

を押印し事務処理を行うよう、規定

に沿った事務処理をされたい。 

ご指摘の内容について事実を

確認し、現時点で可能なものにつ

いては修正対応を行う。 

また、市で保管する必要性がな

いと判断される単なる周知文書

や広告の類いについても文書受

付をしている状況があるため、適

切な文書管理事務に取り組む。 

 

令和３年度末 

 


